
 

 

 

 

 

 

新居浜市総合運動公園基本計画策定業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年９月 

 

新居浜市教育委員会事務局スポーツ振興課 
  



１．業務の目的 

新居浜市では、生涯を通じて心豊かな生活を送ることができる「健康」へのニーズの

高まりや運動・スポーツに対する目的や内容の多様化により、市民一人ひとりのライフ

スタイルに応じた環境づくりと生涯を通じた運動・スポーツに親しむ機会と場所づく

りの施策を展開している。一方で、本市の主要な運動施設については、建設当時は十分

な規模・機能を有していたものの、市民一人ひとりのライフスタイルの変化に伴うスポ

ーツへの取り組みの多様化や施設の老朽化等により、現在では市民ニーズへの対応が

困難な状況となっているものもある。また、各運動施設が市内に点在しており、利用者

にとって不便な場面も生じてきている。 

こうした背景を受け、本市では市民や関連団体からの意見を把握し、市内に点在する

既存運動施設の現況や総合運動公園の整備との関連を整理した上で、新たに導入すべ

き施設の内容を明確にした「新居浜市総合運動公園構想」を平成２９年３月に策定した。 

本業務では、この「新居浜市総合運動公園構想」を踏まえ、公園全体及び公園内に配

置を予定する各種運動施設等に関する計画の具現化を図るとともに、その事業費の精

査、財源の検討等を行い、もって本市総合運動公園の基本計画を策定するものである。 

本要領は、本業務を行い得る能力を持つ民間事業者の中から、業務に対する意欲、資

質及び技術能力等が最も優れた者を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」と

いう。）により特定するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務の概要 

（１） 業務名 

新居浜市総合運動公園基本計画策定業務 

（２） 業務内容 

別記「業務仕様書」のとおり 

（３） 履行期間 

契約締結の日から令和５年３月３１日（金）まで 

（４） 委託料の上限額 

３５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５） 事業担当課 

〒７９２－８５８５新居浜市一宮町一丁目５番１号 

新居浜市教育委員会事務局スポーツ振興課 

ＴＥＬ：０８９７－６５－１３０３（直通） 

ＦＡＸ：０８９７－６５－１３０６ 

E-mail：sports@city.niihama.lg.jp 

 

３．参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たすものとする。ただし，共同



企業体（ＪＶ）で参加する場合は、以下の（１）～（３）の要件はすべての企業が、（４）

～（５）の要件は代表となる構成員が満たすこと。なお，一者またはＪＶの構成員とし

て複数の参加は認めないものとし、出資比率に関する要件は付さない。 

（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定のほ

か、次の要件に該当しない者であること。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判

所からの更生手続開始決定がされていないこと。 

イ 民事再生法（平成１１年法律２２５号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所

からの再生手続開始決定がされていないこと。 

（２）  公募の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は新

居浜市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

（３）  令和３・４年度新居浜市入札（見積） 参加資格審査申請書を提出し、「測量・

建設コンサルタント等」において、参加資格を有すると認定されている者。（期間

が有効であること。） 

（４）  建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による一級建築士

事務所の登録を受けていること。 

（５）  過去１０年間（平成２３年度から令和２年度まで）において、元請として地方公

共団体が発注した以下の業務実績があること。なお、下記業務実績はＪＶ構成員と

して受託した実績も含んでよいものとする。 

・面積３０ｈａ以上の「総合運動公園」における基本計画または基本設計業務 

（６）  技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく建設部門若しくは総合技術監理部

門として登録された「技術士」の資格を有する者であり、かつ建築士法（昭和２５

年法律第２０２号）により登録された「一級建築士」の資格を有する者を管理技術

者及び照査技術者として配置できるものであること。また、担当技術者には，建設

部門若しくは総合技術監理部門として登録された「技術士」の資格を有する者であ

り、かつ登録ランドスケープアーキテクト（RLA）の資格を有する者を配置できる

ものであること。 

なお、上記の「技術士」は、建設部門「都市及び地方計画」若しくは総合技術監

理部門 「建設：都市及び地方計画」としての登録に限る。 

 

４．参加資格確認申請書の提出等 

（１） 提出書類 

ア 公募型プロポーザル参加資格確認申請書兼誓約書（様式１） 

イ 会社・団体概要調書（様式２） 

ウ 業務受託実績（様式３） 

エ 技術者調書（様式４） 

オ 配置予定技術者調書（様式５） 



（２） 提出期限 

令和３年１０月２０日（水）１７時１５分必着 

（３） 提出先 

２．（５）の事業担当課 

（４） 提出方法 

持参（閉庁日を除く８時３０分から１７時１５分までの執務時間内）又は郵送（配

達証明付き書留郵便に限り、提出期限までに必着のこと。）により提出すること。 

（５） 参加資格確認結果の通知 

令和３年１０月２６日（火）までに公募型プロポーザル参加資格確認結果通知書

（様式６）により通知する。 

（６） 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明  

ア 入札参加資格がないと認められた者は、副市長に対して入札参加資格がないと認

めた理由について、書面により説明を求めることができるものとする。この場合に

おいては、令和３年１０月２８日（木）１７時１５分までに当該書面を持参の上、

提出しなければならない。  

イ アの書面の提出先  

２．（５）の事業担当課  

ウ アにより説明を求められたときは、説明を求めた者に対し、令和３年１１月１日

（月）１７時１５分までに書面（電子メール）により回答する。  

 

５．質問の提出期限等  

（１） 提出期限  

令和３年１０月１３日（水）１７時１５分まで  

（２） 提出方法  

質問書（様式７）を作成し、電子メールにて提出すること。訪問及び電話による質

疑は受け付けない。  

（３） 提出先 

２．（５）の事業担当課  

（４） 質問に対する回答  

令和３年１０月２０日（水）１７時１５分までに質問者へ書面（電子メール）で回

答するとともに、事業担当課のホームページに掲載する。ただし、本業務の受託候

補者の特定において、公平性を保てないと判断される質問については、回答、公表

しない場合がある。  

 

６．業務提案書等の作成 

業務提案書は、仕様書を熟読の上、次のとおり作成すること。 

（１） 業務提案書はＡ４サイズとし、６枚以内とする。Ａ３版を使用する場合にはＡ４サ



イズに折り込むこと。（Ａ３版１枚につき、Ａ４版２枚分とする。） 

（２） 業務提案書の様式は任意とするが、次の項目順に区分して記載すること。 

ア 業務実施方針 

「新居浜市総合運動公園構想」における基本方針及び本業務仕様書等を踏まえ、

本業務の実施方針について記述すること。 

イ 公園計画の立案に関する提案 

上記アにおける実施方針に基づき、本公園における公園計画立案にあたり、課題

や留意する事項とその対応策について提案すること。 

ウ 業務実施体制 

業務に係る技術者・協力者を含む組織体制を記述すること。 

エ 実施スケジュール 

本業務の実施スケジュールについて、具体的に作業項目、作業時期を明示し記述

すること。 

  オ  上記ア～エのほか、本市に有益な独自提案がある場合は、その手法について提案

すること。ただし、見積金額に含めた提案とする。 

（３）  提出の際に、業務提案書提出届（様式８）及び新居浜市副市長宛の見積書を提出

すること。なお、見積書は必要な項目ごとに区別する（諸経費や消費税も区別す

る。）とともに、業務提案書の経費と整合させること。 

 

７．業務提案書等の提出 

（１） 提出書類 

業務提案書提出届  １部 

業務提案書  ８部（正本１部、副本７部） 

見積書（任意様式） １部 

（２） 提出期限 

令和３年１１月１８日（木）１７時１５分必着 

（３） 提出先 

２．（５）の事業担当課 

（４） 提出方法 

持参（閉庁日を除く８時３０分から１７時１５分までの執務時間内）又は郵送

（配達証明付き書留郵便に限り、提出期限までに必着のこと。）により提出するこ

と。 

（５） その他 

ア 業務提案書は１者につき１提案のみとする。 

イ 受領した提出物は返却しないものとする。また、書類等の追加提出は認めないもの

とする。 

 



８．審査及び決定 

（１）  業務提案書等の審査は、新居浜市総合運動公園基本計画策定業務委託事業者選定

審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

（２）  業務提案書等の提出後、審査委員会において、参加者からのプレゼンテーション

及びヒアリングを実施する。なお、プレゼンテーション及びヒアリングに応じない

場合には、辞退したものとみなす。 

ア 実施日時（予定） 

令和３年１１月３０日（火）※詳細については別途通知する。 

イ 実施場所 

新居浜市役所本庁舎内とし、詳細については別途通知する。 

ウ 実施時間 

１提案者につき３０分程度（プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分）とする。 

エ 出席者 

オ １提案者につき４名までとし、管理技術者となる予定の者は、原則出席する。 

カ 留意事項 

プレゼンテーション及びヒアリングは、提出した業務提案書等を基に行うもの

とし、追加提案や追加資料の配布は認めない。ただし、これらを踏まえた上で、パ

ソコン等による説明は許可する。なお、プレゼンテーション及びヒアリングの順番

は、業務提案書等の受付順とし、個別に行い、非公開とする。 

（３）  審査委員会において、各参加者の業務提案書等の内容について、審査項目及び配

点で示す評価基準に基づいて評価し、最も高い評価を受けた業務提案を行った者を

契約の相手方となるべき候補者（以下「受託候補者」という。）として特定する。

ただし、提出された全ての提案が基準を満たさないと判断した場合は、受託候補者

を特定しない場合がある。 



ア 審査委員会における評価項目及び配点は次のとおりとする。 

評価項目 評価事項 
配点 

（最低水準点） 

業

務

実

績

等 

業務実績 本業務に類する業務を実施する実績を有してお

り、その経験等を十分に生かせることが期待で

きるか 

１０ 

予定技術者の

実績及び能力 

本業務を適正かつ確実に実施できるよう、各担

当者の資格及び業務実績は十分であるか 

１０ 

（５） 

提

案

内

容 

業務目的及び

内容の理解度 

総合的に本業務の目的及び内容等の理解度が高

く、分析の方向性が的確かどうか 

１０ 

（５） 

業務実施体制 本市との打合せや問い合わせに的確・迅速に対

応できるとともに、管理技術者及び他の担当者

が相互に連携し、提案書通りの業務執行が可能

な体制が構築されているか 

１０ 

（５） 

本業務の遂行

力 

「新居浜市総合運動公園構想」を踏まえ、市民

ニーズ等を十分に反映させ、本業務の内容全般

を適切に遂行することが出来るか 

２０ 

（１０） 

公園計画立案

に係る業務遂

行能力 

公園計画の立案に当たり、各種スポーツ施設の

配置計画との関連性・整合性や経済性等を十分

に考慮し、専門的見地から的確に業務を遂行す

る能力があるか 

２０ 

（１０） 

資料調製能力

と業務等に対

する意欲 

提案書が見やすく分かりやすいものになってお

り、業務に対する意欲と熱意が感じられるか 
１０ 

（５） 

見積金額 見積金額の積算は妥当で、価格の点で優れた提

案となっているか 
１０ 

合  計 １００ 

イ  各審査委員の採点の合計点（以下「得点」という。）が高かった提案事業者を受

託候補者として特定する。なお、得点が同点であった場合は、審査委員会で協議の

上、委員長が決定する。 

ウ  参加者が１者になった場合でも審査を行い、最低水準点を設けた項目において、

各審査委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば、受託候補者として特定

する。 

 

 



９．審査結果 

本プロポーザルに参加した全ての事業者に対し、文書にて審査結果を通知する。また、

審査結果を新居浜市ホームページに掲載する。ただし、個々の評価に対する内訳は公表

しない。 

なお、審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、異議申立て等は受け

付けない。 

 

１０． スケジュール 

公告日 令和３年９月３０日（木） 

質問受付期間 令和３年９月３０日（木）～ 

令和３年１０月１３日（水） 

参加資格確認申請書兼誓約書提出期間 令和３年９月３０日（木）～ 

令和３年１０月２０日（水） 

質問回答期限 令和３年１０月２０日（水） 

参加資格確認結果通知 令和３年１０月２６日（火） 

参加資格がないと認められた者の 

説明請求期限 
令和３年１０月２８日（木） 

説明を求めた者への回答期限 令和３年１１月１日（月） 

業務提案書等提出期間 令和３年１０月２８日（木）～ 

令和３年１１月１８日（木） 

審査 

（プレゼンテーション・ヒアリング含む。） 
令和３年１１月３０日（火）※予定 

審査結果通知 令和３年１２月３日（金） 

業務委託契約締結 令和３年１２月中旬を予定 

 

１１． 契約事項 

（１）  審査委員会の評価した得点が最も高い提案者（事業者）を受託候補者として特定

し、契約に係る協議を行い、契約を締結する。 

（２）  特定した事業者が契約を締結しない場合、又は協議が整わなかった場合はその特

定を取り消し、次点となった事業者を受託候補者として特定し、契約に係る協議を

行い、契約を締結する。 

（３）  契約保証金は徴収しない。 

 

１２． 留意事項 

（１） 参加者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 



イ この実施要領に違反した場合 

ウ  業務提案書に不備、錯誤等があり、再提出を指示したにもかかわらず、期限内に

提出されなかった場合 

エ ２．（４）の委託料の上限額を超える見積書を提出した場合 

オ 審査結果に影響するような信義に反する行為、不誠実な行為があった場合 

（２） 本プロポーザルに参加するためにかかる費用は、全て参加者の負担とする。 

（３） 提出された書類等は、必要な範囲において複製を作成することがある。 

（４）  この実施要領に定めるもののほか、必要な事項については、協議により決定する

ものとする。 

 

以 上 


